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奈井江町まちづくり町民委員会設置条例 

 

（平成17年6月） 

 

（設置） 

第1条 町民が主体となった自治の実現を目的としている奈井江町まちづくり

自治基本条例（平成17年条例第12号）の円滑な推進を図るとともに、町民参

加及び協働を基本としたまちづくりを積極的に進めるため、奈井江町まちづ

くり町民委員会（以下「委員会」という。）を設置します。 

（所掌事項） 

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌します。 

(1) 奈井江町まちづくり自治基本条例の推進に関すること。 

(2) まちづくりの推進に関し必要と認められる事項について、町長に提言す

ること。 

2 町長は、まちづくりの推進に関し必要と認められる事項について、委員会の

意見を聴くことができます。 

（組織） 

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する15名以内の委員

で組織します。 

(1) まちづくりに識見を有する者 

(2) 町内において活動する団体の構成員であって、当該団体が推せんする者 

(3) 町民から公募する者 

（任期） 

第4条 委員の任期は、3年とします。ただし、委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とします。 

2 委員は、再任することができます。 
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（委員長及び副委員長） 

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置きます。 

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選任します。 

3 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となります。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理します。 

（会議） 

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集します。 

2 委員長は、会議に必要があると認めたときは、必要に応じて町職員に説明を

求め、又は町民及び専門家の意見を聴くことができます。 

3 委員長は、第2条第1項に規定する事項を専門的、又は分科して協議する必

要があると認めたときは、部会を置くことができます。 

（情報の共有） 

第7条 委員会は、町民及び町議会と情報を共有するため、会議の結果及び資料

等を公開します。 

（事務局） 

第8条 委員会の事務を処理するため、事務局をまちづくり課に置きます。 

（委任） 

第9条 この条例に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定めま

す。 

 


